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          本号で公布された条例等のあらまし 
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北九州市景観法及び北九州市都市景観条例の施行に関する規則の一部を改正

する規則を次のように定める。 

令和２年６月１１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第５０号 

北九州市景観法及び北九州市都市景観条例の施行に関する規則の 

一部を改正する規則 

北九州市景観法及び北九州市都市景観条例の施行に関する規則（平成２１年

北九州市規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

第４条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（法に基づく届出をした 

者に対する通知等）」を付し、同条の次に次の１条を加える。 

第４条の２ 条例第８条の２第３号の規則で定める用途に供する建築物は、次

に掲げるものとする。 

（１） 劇場、映画館、演芸場、公会堂及び集会場 

（２） 展示場 

（３） ホテル及び旅館 

（４） 公衆浴場 

第５条各号列記以外の部分中「に規定する規則」を「の規則」に、「次」を 

「前条各号」に改め、同条各号を削る。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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北九州市告示第２６９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  令和２年６月１１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  乙丸自治会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 野口和夫 北九州市若松区大字乙丸９８４番地 

変更後 久野康彦 北九州市若松区大字乙丸１８６番地１ 

３ 変更年月日 

  令和２年４月１日 
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北九州市告示第２７０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  令和２年６月１１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  上の原自治区会第八町内会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 若原敦朗 北九州市八幡西区上の原四丁目３０番

６号 

変更後 寺中雄児 北九州市八幡西区上の原四丁目２８番

１３号 

３ 主たる事務所の変更 

変更前後の別 主たる事務所の所在地 

変更前 北九州市八幡西区上の原四丁目３０番６号 

変更後 北九州市八幡西区上の原四丁目２８番１３号 

４ 変更年月日 

  令和２年４月１２日 
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北九州市職員の退職管理に関する規則及び級別職務に関する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

令和２年６月１１日

             北九州市人事委員会委員長 河 原 一 雅  

北九州市人事委員会規則第６号

北九州市職員の退職管理に関する規則及び級別職務に関する規則

の一部を改正する規則

 （北九州市職員の退職管理に関する規則の一部改正）

第１条 北九州市職員の退職管理に関する規則（平成２８年北九州市人事委員

会規則第９号）の一部を次のように改正する。

  第５条第４号中「東部農業委員会及び西部農業委員会」を「農業委員会」

に改める。

 （級別職務に関する規則の一部改正）

第２条 級別職務に関する規則（平成２８年北九州市人事委員会規則第１５号

）の一部を次のように改正する。

  別表第１の備考中「、東部農業委員会及び西部農業委員会」を「及び農業

委員会」に改める。

付 則

 この規則は、令和２年７月１８日から施行する。

6


